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富士川水系河川整備計画（変更原案）

• 富士川の現状と課題
• 富士川水系河川整備計画の目標（案）

富士川水系河川整備計画（変更案）

富士川水系河川整備計画（変更）

関係県
（市町）等

学識経験等
を有する者

関係住民等

関係県会議
（令和７年８月７日）

• 関係県知事からの意見聴取
• 関係省庁との協議

有識者会議
（令和７年８月７日）

河川整備計画（変更原案）
に対する関係住民等意見聴取
• 意見の聴取（メール・はがき）
• 公聴会の開催

関係県会議、有識者会議は、変更案の作成・公表までに必要回数を実施

資料３

関係県会議
（令和７年８月２８日）

有識者会議
（令和７年８月２９日）

意見の聴取（メール・はがき） ～9月29日関係県会議
（令和７年１０月７日）

有識者会議
（令和７年１０月７日）
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